
（ ）

委員等旅費 4.5

129.8

24.8

0

予算額・
執行額

（単位:百万円）

歳出予算目

個人情報保護業務庁費

職員旅費

情報処理業務庁費

諸謝金

その他

計

平成31・32年度
予算内訳

（単位：百万円）

主な増減理由

「新しい日本のための優先課題推進枠」138（百万円）

32年度要求

3.8

4.1

1.5

事業番号 0005

164

-

31年度当初予算

83.9

4.1

15.4

1.3

0

109.2

年度

個人情報の保護に関する基本方針

28年度 29年度 30年度
目標最終年度

- -

-

- -

-

-

▲10.6

109.2 164

関係する
計画、通知等

達成度

-

-

年度
成果目標及び

成果実績
（アウトカム） -

平成３１年度行政事業レビューシート 個人情報保護委員会

執行額

28.6 115 116.9 109.2 164

80.4 99.1

執行率（％） 55% 70% 85%

平成２７年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし

主要経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

個人情報の保護を図りつつ、近年の飛躍的な情報通信技術の進展に対応したパーソナルデータの適正かつ効果的な活用を積極的に推進することにより、
活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するため、個人情報の保護に関する法律が改正された。当事業は、個人情報保護法に基づき、「個人情
報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用
性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」ための事業である。

前年度から繰越し - -

成果実績

目標値

成果指標 単位

-

-

15.7

-

補正予算

予備費等

当初予算

中間目標
定量的な成果目標

127.5

29年度

個人情報保護法において、「個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するもので
あることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること」が委員会の任務とされ
ており、その任務を達成するため、個人情報の保護及び利活用に関する施策を推進することとする。

-

33.1

▲4.5 ▲32.7

-

-

-

個人情報の保護及び利活用に関する施策の推進 担当部局庁 個人情報保護委員会事務局 作成責任者

事業開始年度 担当課室 参事官室 政策立案参事官　松本秀一

事業名

会計区分

31年度

-

翌年度へ繰越し -

計

30年度

-

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

32年度要求

予算
の状
況

147.7

-

実施方法

28年度

％

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

個人情報の保護に関する法律第61条第２号、第３号、
第６号

主要政策・施策

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

47% 54% 78%

※平成３１年以降の表記は、新元号に読み替えることとする。



　

毎年度

目標年度

認定個人情報保護団体の団体数

施策 個人情報の保護及び利活用に関する施策の推進

政策 個人情報の適正な取扱いの確保

測
定
指
標

認定個人情報保護団体等の民間の自主的取組の活性化に向けた
情報共有等を通じた支援を行うこと等により、パーソナルデータの
適正かつ効果的な活用を促進する。

-

実績値 -

単位
年度年度

中間目標 目標年度
28年度

目標最終年度

年度

定量的指標

42

施策の進捗状況（実績）

-

238

- - -

28年度 29年度 30年度

【定性的な成果目標】
個人情報の有用性に配慮した個人情報の適正な取扱いの確保を図るため
の措置を行うこと。
【28～30年度の達成状況・実績】
個人情報保護法の改正に伴う政令・規則・ガイドライン等の整備を実施する
とともに、個人情報の有用性に配慮した個人情報の適正な取扱いの確保を
図るための体制の確保等を実施した。

- -

定
量
的
な
成
果
目
標
の
設
定
が
困
難
な
場
合

指導、助言、勧告、命令等
の実施により個人情報の
適正な取扱いが確保される
こと

施策の進捗状況（目標）

29年度 30年度

事業の妥当性
を検証するた
めの代替的な
達成目標及び

実績

本事業の成果は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人情報の
適正な取扱いを確保することであり、定量的な目標を設定するこ
とは困難である。そのため、「個人情報の有用性に配慮した個人
情報の適正な取扱いの確保を図るための措置を行うこと」を定性
的な成果目標とする。

43

目標値

代替指標
中間目標

代替目標

％

定量的な目標が設定できない理由

認定個人情報保護団体の団体数
（注）活動内容の性格に鑑み、見込みを記載することは
困難。

単位

指導、助言、勧告、命令等
の件数
（注）活動内容の性格に鑑
み、目標を記載することは
困難。

目標値

- 270

- -

実績

成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載

活動実績 - 42 43

28年度 29年度 30年度
活動指標及び

活動実績
（アウトプット）

活動指標

- -

定量的な目標
が設定できな
い理由及び定
性的な成果目

標

達成度

単位

- -

年度

定性的な成果目標と28～30年度の達成状況・実績

当初見込み

-

目標定性的指標

民間の自主的取組の活性化
に向けた支援

パーソナルデータの適正かつ効
果的な活用の促進

31年度
活動見込

32年度
活動見込

-

-

-

-

チェック

政
策
評
価

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
と
の
関
係



繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐

事業所管部局による点検・改善

-

国
費
投
入
の
必
要
性

有

○

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

○

仕様書策定段階で複数社の意見聴取・確認を実施し、真に
必要な事業要件をより明確化することで、当初の見込みより
安価な金額で事業を実施することが可能となったため、経費
削減を実現した結果として不用率が大きくなった。

受益者との負担関係は妥当であるか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

評価に関する説明

関
連
事
業

○

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。

－

‐

‐

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

競争性のない随意契約となったものはないか。

個人情報の保護及び利活用に関する施策の推進を目的とし
たものであり、その目的を遂行する上で、必要最小限の経費
を計上した。

成果実績は、個人情報の適正な取扱いを確保するための具
体的な指針となるガイドラインについて、個人情報の保護と
利活用のバランスを考慮した規定を設ける等して策定等した
ものであり、成果目標（個人情報の有用性に配慮した個人情
報の適正な取扱いの確保を図るための措置を行うこと）に見
合ったものである。

○

個人情報の保護及び利活用に関する施策の推進を行うに当
たり、必要な業務を実施するための体制等を整備することを
目的として支出したものであり、使途を真に必要なものに限
定した。

単位当たりコスト等の水準は妥当か。

個人情報保護法において、「個人情報の適正かつ効果的な
活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊
かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人
情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するた
め、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること」が委員会の
任務とされており、国が実施すべき業務として必要かつ適切
な事業である。

個人情報の保護及び利活用に関する施策の推進を目的とし
たものであり、その目的を遂行する上で、必要最小限の経費
を計上した。

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。

○

有

‐

事
業
の
効
率
性

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

○

入札のための応募期間を十分に設け、案件概要の説明を行
う等、情報提供の拡充にも取り組むなど、実質的に競争性を
確保する工夫を行った。また、入札可能性調査を行うなどの
対策を実施したが、結果的には一般競争入札において一者
応札となった契約があり、次年度分の調達の際は手続きの
透明性、公平性や競争性を確保するための更なる工夫に努
める。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

○

ガイドラインについて委員会のWebサイトに掲載したほか、説
明会等において周知を図る等、十分に活用している。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

－

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

‐

○

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

評　価項　　目

個人情報保護法において、「個人情報の適正かつ効果的な
活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊
かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人
情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するた
め、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること」が委員会の
任務とされており、国が実施すべき業務として必要かつ適切
な事業である。

個人情報保護法において、「個人情報の適正かつ効果的な
活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊
かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人
情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するた
め、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること」が委員会の
任務とされており、国が実施すべき業務として必要かつ適切
な事業である。

○

○

事業番号 事業名所管府省名



( )

※平成30年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

平成29年度 29-0003

平成25年度

平成26年度 平成27年度 消費者庁0007 平成28年度 新28-0001

平成22年度 平成23年度 平成24年度

平成30年度
個人情報保
護委員会

0005

点検結果

事
業
内
容

の

一
部
改
善

点
検
・
改
善
結
果

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

備考

御意見も踏まえ、引き続き、認定個人情報保護団体への支援や制度の利用の推進に努めること。

行政事業レビュー推進チームの所見

外部有識者の所見

改善の
方向性

執
行
等
改

善

認定個人情報保護団体が適切な活動を行えるよう、きちんと管理されているかを指導していくことも重要である。また、制度を運用していく中で明らかになった課題
もあると思われるが、その課題の改善についても留意して活動していくべき。

御意見も踏まえ、引き続き、認定個人情報保護団体への支援や制度の利用の推進に努める。

関連する過去のレビューシートの事業番号

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）

（単位：百万円）

引き続き効率的な予算執行に努める。

必要最小限の経費により個人情報の適正な取扱いの確保を図るためのガイドラインの改正を行う等、個人情報の適正な取扱いの確保を図る
ための体制整備を行った。平成29年５月に改正個人情報保護法が全面施行されたことに伴い、より一層、個人情報の有用性に配慮した個人情
報の適正な取扱いの確保を図るための措置を行う必要が認められる。

個人情報保護委員会

99.1百万円

A.民間事業者

91.5百万円

B.民間事業者

4.4百万円

C.個人

3.2百万円

カリフォルニア州消費

者プライバシー法に係

る調査研究等

諸謝金

職員旅費

委員旅費

個人情報保護に係る

技術的事項に関する

海外・国内動向調査等

【一般競争入札 等】 【随意契約（少額）】



　

支出先上位１０者リスト

A.

個人情報の第三者提供事
業者の法令遵守状況調査
補助業務

平成30 年度オプトアウト届
出受付・公表システム運用
保守業務

8.4

随意契約
（その他）

17.3

16

13.6

2.7

3.6

一般競争契約
（最低価格）

10.5

一般競争契約
（総合評価）

一般競争契約
（総合評価）

一般競争契約
（総合評価）

90.9％

1 59.3％

2

支　出　額
（百万円）

支　出　先 業　務　概　要

2 82.4％

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

個人情報保護に係る技術
的事項に関する海外・国内
動向調査

個人情報保護に係る主要
課題に関する海外・国内動
向調査

認定個人情報保護団体制
度の活性化に向けた動向
調査

パーソナルデータの適正な
利活用の在り方に関する動
向調査

報告受付管理システムに
係るサービス提供及び運
用保守等業務

中小規模事業者の安全管
理措置に関する実態調査

1

契約方式等

一般競争契約
（総合評価）

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載

7010401006126

2

3

1 99.8％

法　人　番　号

4010001054032

4010001054032 19.4

10

52.9％

6010001062000

4010001054032

1020001071491

5010001134287

6010001009455

入札者数
（応募者数）

落札率

6

1

8

7

9

1 99.9％

一般競争契約
（最低価格）

一般競争契約
（最低価格）

5 2 51.3％

4

計 0.2 計 0

C.個人 D.

費　目 使　途

職員旅費
対象事業者向け研修会の実施3/12-13福
岡市大阪市

0.2

金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額

(百万円）

個人情報保護
業務庁費

個人情報保護に係る技術的事項に関する
海外・国内動向調査

費　目

計 19.4 計 1

費　目 使　途

B.ポリシー・リサーチ・ユニット株式会社
金　額

(百万円）

19.4
カリフォルニア州消費者プライバシー法に
係る調査研究

使　途

個人情報保護
業務庁費

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

金　額
(百万円）

A.株式会社野村総合研究所

1

株式会社野村総合
研究所

株式会社野村総合
研究所

株式会社日本経済
社

株式会社野村総合
研究所

富士通株式会社

株式会社東京商工リ
サーチ

株式会社日本アプラ
イドリサーチ研究所

沖電気工業株式会
社

チェック



B

C

7

8

5

6

個人 - 職員旅費 0.1 その他 - - ー

9

10

個人 - 委員等旅費 0.1 その他 - - ー

個人 - 職員旅費 0.1 その他 - - ー

3

4

1

2

個人 - 職員旅費 0.2 その他 - - ー

6

7

4

5

株式会社グローヴァ 4010001088658
フランス当局のグーグルに
対する処分に関する翻訳
業務

0.5
随意契約
（少額）

10

8

9

公益財団法人日本
消防協会

2010405001029

第１回「認定個人情報保護
団体対象事業者向け実務
研修会」開催に伴う会場借
料等

0.1
随意契約
（少額）

株式会社セイワビジ
ネスサプライズ

2010401015610 書棚の購入 0.3
随意契約
（少額）

3

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

ポリシー・リサーチ・
ユニット株式会社

2010801024277
カリフォルニア州消費者プ
ライバシー法に係る調査研
究

1
随意契約
（少額）

随意契約
（少額）

株式会社グローヴァ 4010001088658
ベルギー当局とフェイス
ブックの訴訟に関する判決
の翻訳

0.8
随意契約
（少額）

2 (株)千寿 1010801022050
個人情報保護法関係資料
集の調製

1

公益財団法人日本
消防協会

個人 -
CNILとの意見交換時にお
ける通訳利用

0.1
随意契約
（少額）

2010405001029

随意契約
（少額）

認定個人情報保護団体連
絡会開催に伴う会場借料
等

0.1
随意契約
（少額）

公益財団法人日本
消防協会

2010405001029

第３回「認定個人情報保護
団体対象事業者向け実務
研修会」開催に伴う会場借
料等

0.1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

個人 - 委員等旅費 0.2 その他 - - ー

個人 - 職員旅費 0.2 その他 - - ー

個人 - 職員旅費 0.1 その他 - - ー

個人 - 職員旅費 0.1 その他 - - ー

個人 - 職員旅費 0.1 その他 - - ー


	行政事業レビューシート

